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令和５年度玉野市在宅ワーク就労支援業務に関するプロポーザル募集要領（案） 

 

１ 業務の概要 

 （１） 業務の名称 

    令和５年度玉野市在宅ワーク就労支援業務 

 （２） 業務の目的 

   本市においては、基幹産業である造船業を含めた製造業が中心となっており、求人も製

造業が多くを占めている。一方求職の希望は事務職やサービス業といったものが多く、求

人と求職のミスマッチが起きている。また、昨年度行った子育て世代の女性を対象にした

アンケートでも少し子育てが落ち着いたら事務職のパートやアルバイトで働きたいとい

う希望が多くあった。しかしながら、子供の体調等による急な休みや、長期の休み期間の

対応など、子供に由来する、時間や働く場所の制約や急な対応が求職のハードルになって

いる。 

   そこで、本事業では子育て世代の女性を中心に、在宅ワーカーとしての育成と就労支援

を行い、時間や場所にとらわれず効率的にスキルアップを図るとともに、自営型及び雇用

型在宅ワークでの就労支援を行うことで、女性の在宅ワークを含めた就業率の向上を目指

す。さらに本市がすすめているＩＴ産業等の企業誘致においてインセンティブとするため、

必要なスキルを持った人材の育成を目指す。 

 （３） 業務内容 

    別紙仕様書のとおり 

 （４） 委託期間 

    契約締結の日から令和６年３月 31日までの間の必要な期間 

 （５） 契約限度額 

    2,576,000円（税込） 

 （６） 担当課 

玉野市産業振興部商工観光課 

    〒706-0002 岡山県玉野市築港１-１-３ 産業振興ビル４階  

    電 話 0863-33-5005 

ＦＡＸ 0863-33-5001 

メール syoukoukankou@city.tamano.lg.jp 

担 当 若松、山本 

 

２ 参加要件（次のいずれにも該当する者であること。） 

 （１） 地方自治法施行令（昭和 22年政令第 16号）第 167条の４第１項及び第２項のいずれ

にも該当しない者であること。 

（２） 会社更生法（平成 14年法律第 154号）に基づき、更生手続開始の申立てがなされてい

る者又は民事再生法（平成 11年法律第 225号）に基づき、再生手続開始の申立てがなさ

れている者等、経営状態が著しく不健全でないこと。 

（３） 指名停止を受けている者でないこと。 

 （４） 租税（国税及び地方税）を滞納していないこと。 

 （５） 役員等（個人の場合は当該個人をいい、法人の場合は当該法人の役員又はその 

支店若しくは営業所の代表者をいう。）が暴力団員による不当な行為の防止等に関する

法律（平成３年法律第 77号）第２条に規定する暴力団員に該当する者でないこと。 



- 2 - 

 

 （６） 令和５年度において、玉野市競争入札参加者の資格に関する規程（昭和 56年告示第 10

号）第３条に定める申請を行っていること。申請を行っていない場合にあっては、申込

までに市へ必要書類の提出を行うこと。なお、この参加資格申請は本事業に限り有効と

する。 

（７） 地域活性化又は地方創生を目的とした、地方自治体が発注する業務の受託実績を有す

ること。 

 

３ 参加手続等 

 （１） 提出書類及び提出部数 

提出書類 部 数 

プロポーザル参加申込書（様式第１号） 

・グループで応募する場合は構成員調書（様式第１－２号）も併せ

て提出 

１部 

玉野市在宅ワーク就労支援に係る企画提案書 

・原則Ａ４サイズで作成（様式任意） 

５部＋電子媒体 

（CD-R）１部 

見積書（様式第２号） １部 

 （２） 記載内容 

  ① 玉野市在宅ワーク就労支援に係る企画提案書 

   ア 提案のコンセプト 

     提案全体のコンセプトを記載すること。 

イ 内容について 

  仕様書「４ 業務内容」に記載された内容を記載すること。 

    ウ 業務の実施体制等について 

     業務にあたる人員体制、他機関との連携体制を記載すること。 

エ 事業スケジュール 

     全体スケジュール及び進行管理等を記載すること。 

   オ 提案者の実績等について 

     会社概要、本業務と同様又は類似の受注実績を記載すること。 

   ② 見積書 

    仕様書「４ 業務内容」の項目ごとの内訳を明記した資料を添付すること。 

 （３） 提出期限 令和５年７月 31日（月） 17時（必着） 

（４） 提出方法 持参又は郵送により提出すること。（提出期限厳守） 

        ただし、持参の場合は提出期間中の土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日８時

30分から 17時 15分まで 

（５） 提 出 先 玉野市産業振興部 商工観光課 

         （〒706-0002 岡山県玉野市築港１-１-３ 産業振興ビル４階） 

（６） 留意事項等 

   ア 複数の法人がグループで応募する場合は、構成員の中から代表法人を定めること。 

    イ 一つの法人が複数の応募をすることはできない。グループで応募する場合も一つの

法人とみなし、一つの提案を行うこと。 

    ウ 一つの法人が複数のグループの構成員となることはできない。 

    エ グループで応募する場合は、全ての構成員が参加要件を満たすこと。 
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４ 本要領・仕様書に関する質問の提出期限、提出方法、提出先及びその回答方法 

 （１） 質問の内容 

    本プロポーザルに関する質問は、提出書類の作成に係るものとし、審査及び評価に係る

質問は一切受け付けない。また、グループで応募した場合は代表法人のみが質問すること

ができる。 

 （２） 企画提案に係る質問 

ア 質 問 書 様式第３号による 

イ 提出期限 令和５年７月 18日（火）17時 

ウ 提出方法 電子メールのみ 

       また、タイトルを「在宅ワーク就労支援に関する質問」とすること。 

エ 提 出 先 玉野市産業振興部商工観光課（syoukoukankou@city.tamano.lg.jp） 

オ 回答方法 令和５年７月 21日（金）までに全ての質問内容とその回答を本市ホーム

ページに掲載する。なお回答は、募集要領等の追加又は修正があったも

のとみなす。 

 

５ 審査の実施方法 

（１） 審査 

市職員、または市長が指名する者で構成する審査会において、提出された企画提案書、

プレゼンテーション及びヒアリングにより審査する。 

 （２） 第一次審査（書面審査） 

    ア 企画提案書の内容について（５）評価基準における項目（「エ プレゼンテーション

について」は除く）について商工観光課職員で審査し、提案事業者が多数の場合は、

評価点の高い者から３者を第二次審査実施対象者とする。 

    イ 同一の点数が２者以上となった場合は、提案見積価格の低い方を上位とし、提案見

積価格も同じ場合は商工観光課職員の採決により順位を決定する。 

    ウ 提案事業者が３者以下の場合、第一次審査は行わない。 

 （３） 第二次審査（プレゼンテーション及びヒアリング） 

    ア 審査は（５）評価基準における項目について審査し、第二次審査における得点が最

も高い事業者を最優先交渉権者（以下「採用者」という。）とする。ただし、当該企画

提案書等に対する各審査員の評価点の合計が満点の半分に満たない場合は、「採用者

なし」とする場合がある。 

イ 同一の点数が２者以上となった場合は、提案見積価格の低い方を上位とし、提案見

積価格も同じ場合は審査会の採決により順位を決定する。 

ウ 実施日は、令和５年８月 10 日（木）14:00～17:00 とし、実施日時は提案者ごとに

別途通知する。 

エ 実施場所は産業振興ビル内（岡山県玉野市築港１-１-３）を予定。ただし、オンラ

インによる実施も可とする。 

オ プレゼンテーションは、提出した企画提案書を基に実施するものとし、大型モニタ

ーを使用し説明することができる。所要時間は１者あたり 20分以内。 

カ ヒアリングは、各審査員から提案者に対し質疑応答を実施する。所要時間は１者あ

たり 15分程度を予定。 

キ 提案者がプレゼンテーション及びヒアリングに出席しない場合は、参加辞退とみな

す。なお、提案者側の出席は３名まで（オンライン実施の場合も同様）とする。また、
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採用者となった場合の本業務の責任者（予定）を原則として出席させること。 

ク 当日の追加提案や追加資料の配付は認めない。 

ケ 大型モニターは本市で用意し、操作端末は提案者が用意すること。なお、モニター

に表示するのは提出した企画提案書及び資料のみとし、機器接続調整及び動作確認に

要する時間は、プレゼンテーション時間に含まない。 

コ プレゼンテーション及びヒアリング順番は参加申込書の受付順に提案者ごとに個別

に行い、非公表とする。 

（４） 評価点の配分 

審査の総合評価点を 100点満点とする。（第一次審査は（５）評価基準のうち「エ プレ

ゼンテーションについて」を除いた 90点満点） 

（５） 評価基準 

項 目 評価基準 配点 

ア 本業務の趣旨について ・本業務の趣旨をよく理解し、本市の現状を踏ま

えた提案であるか 

15 

イ 業務遂行能力等について ・適正かつ的確なスケジュール管理及び情報共有

がなされる業務管理体制が提案されているか 

・関連、類似事業の実績、信頼性があるか 

20 

ウ 提案内容について ・セミナーの内容は、効果的かつ効率的か 

・セミナー受講者の就業機会の創出は具体的かつ

現実的か 

・セミナー受講者へのフォロー体制は適切か 

・実施スケジュールは妥当か 

35 

エ プレゼンテーションに 

ついて 

・わかりやすく説得力のある説明・提案・質疑応

答がなされたか 

・本事業に対する熱意が感じられるか 

10 

オ 見積額 ・見積額は適正かつコスト効率の高いものとなっ

ているか 

20 

合 計 100 

 （６） 審査結果の通知 

審査の結果は電子メールにより通知する。 

また、第二次審査後次の項目をホームページ上で公表する。 

ア 採用者の名称及び評価点 

イ 次点者の名称及び評価点 

ウ 全提案者の評価点 

（７） 参加者なし又は参加者が１者の場合の取扱い 

提出期限までに参加申込書等の必要な書類の提出がなかった場合には公募を中止し、業

務内容を再検討する。また、参加申込書等の必要な書類の提出が１者であった場合におい

ては、（１）（２）（３）の方法に従い審査する。 

 

６ 参加申込の辞退について 

 応募書類等の提出後、採用者の選定までの間に参加を辞退する場合は、「参加申込辞退届（様式

第４号）」を速やかに本市へ提出すること。 
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７ 業務委託契約に関する事項 

（１） 本市は、審査により選定した採用者を、本業務委託契約に係る随意契約の相手先とし

て採用するとともに、業務の詳細内容の協議を行うものとする。ただし、次のいずれか

に該当し、採用者と業務委託契約を締結できない場合には、次点者を採用者とする。 

    ア 採用者が、地方自治法施行令第 167条の４第１項又は第２項に規定する者に該当す

ることとなったとき。 

    イ 採用者が、本市から業務委託に係る指名停止を受けることとなったとき。 

    ウ 採用者が、本要領８の（６）に係る指名停止を受けることとなったとき。 

エ その他の理由により採用者と業務委託契約の締結が不可能となったとき。 

（２） 委託契約金額 

    委託契約金額は、本業務委託に係る予算の範囲内とする。 

（３） 業務委託契約の仕様及び実施条件 

本業務委託の仕様については、採用者が提出した企画提案書等に記載された内容を尊重

し、本市と協議の上定める。 

（４） 無効による契約の解除 

    本業務委託の契約後に、企画提案書等が本要領８の（５）に該当していたことが明らか

となった場合には、契約の解除を行うことがある。 

 

８ 参加者の失格 

 参加者が次のいずれかに該当した場合には、その者が提出した参加申込書及び企画提案書等を

無効とし、本プロポーザルへの参加資格を失うものとする。 

（１） 企画提案書等が提出期限までに提出されない場合 

（２） 提出書類に虚偽の記載があった場合 

（３） 本要領２に定める参加要件を満たしていない、又は満たすことができなくなった場合 

（４） その他、本要領の定めに反した場合 

（５） 本プロポーザルに関して不正又は公正さを欠く行為があった場合 

（６） その他、著しく信義に反する行為等により、本市が失格と認める場合 

 

９ その他 

（１） スケジュール 

項目 日程 

プロポーザル公表 令和５年７月 10日（月） 

質問書の提出期間 令和５年７月 10日（月）～７月 18日（火）17時 

質問に関する回答 令和５年７月 21日（金） 

企画提案書等の提出期限 令和５年７月 31日（月）17時 

第一次審査 令和５年８月２日（水） 

第一次審査結果の通知 令和５年８月４日（金） 

第二次審査 令和５年８月 10日（木）14時～17時 

第二次審査結果の通知 令和５年８月 15日（火） 

委託契約締結 令和５年８月下旬 

 （２） 本プロポーザルに係る費用負担 

    企画提案書等の作成、提出等に要する費用は、その一切を参加者の負担とする。 
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（３） 書類提出に当たっての留意事項 

    ア 提出書類その他の提出物について、持参以外の方法による場合の不達及び遅配を原

因とする提出者の不利益が生じた場合、本市はこの責を負わない。 

    イ 提出された企画提案書等は、提出期限までは自由に変更できるものとする。ただし、

改変しようとする場合には、提出された書類を一旦持ち帰り、改めて改変された書類

を提出すること。 

    ウ 提出期限を過ぎた後は、企画提案書等の訂正及び改変はできないものとする。 

    エ 理由を問わず、企画提案書等の提出期限の延長は行わない。 

（４） 使用言語及び通貨 

本プロポーザルにおいて使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨とする。 

（５） 無効となる企画提案書等 

    提出された企画提案書等が次のいずれかに該当する場合は、これを無効とする。 

    ア 提出方法、提出先、提出期限等が本要領の定めに適合しないもの 

    イ 作成様式及び記載上の留意事項に示された内容に適合しないもの 

    ウ 記載すべき事項の全部又は一部が記載されていないもの 

    エ 記載すべき事項以外の内容が記載されているもの 

    オ 虚偽の内容が記載されているもの 

（６） 措置事項 

参加申込書、企画提案書その他の提出書類に虚偽の内容を記載したときには、その行為

を行った者に対し、指名停止等の措置を行う場合がある。 

（７） 提出書類等の取扱い 

    ア 提出書類等は返却しない。 

    イ 提出書類等の著作権は、提出者に帰属するものとする。ただし、本プロポーザルの

手続及びこれに係る事務処理の範囲内において、提出書類の複製、記録等を行う。 

    ウ 採用者が提出した企画提案書については、本プロポーザルにおける審査、評価及び

選定結果についての説明責任を果たす趣旨から、その内容を必要に応じて公開できる

ものとする。 

 

10 添付資料 

（１） 仕様書 

（２） 提出様式（様式１～様式４） 


